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真鶴港ヨット係留施設年間利用者募集要項 

 
○ 申込受付期間  令和６年 10 月 11 日～令和６年 11 月５日 

 

○ 申込受付方法  申込先への郵送に限ります。（令和６年 11 月５日の消印まで有効） 

 

〇 募集要項（申込書）の配布 

・配布場所 

県西土木事務所小田原土木センター許認可指導課、真鶴港港湾管理事務所及び真鶴町役場ま

ちづくり課 

・配布期間 

令和６年 10 月 11 日から令和６年 11 月５日 

＊県西土木事務所小田原土木センター許認可指導課、真鶴町役場まちづくり課では、上記期

間の８時 30 分から 17 時 15 分まで(土、日・祝日は除きます。) 

真鶴港港湾管理事務所では上記期間の９時 00 分から 17 時 00 分まで(土、日・祝日も含み

ます。) 

 
※ 県西土木事務所小田原土木センター及び真鶴町のホームページからもダウンロードできま

す。 

 
○ 申込先     神奈川県小田原市東町 5 丁目 2－58 県西土木事務所小田原土木センター 
          許認可指導課  ℡0465-34-4141 
○ 募集の内容    

区分 艇の長さ 艇の幅 艇数 

ヨット係留 9.144m(30 フィート)以下 3.0m 以下 ２艇 

 
・艇の長さ及び艇の幅は、船舶検査証書に記載されている長さではなく、付属品を含んで実

測した艇の全長、全幅をいいます。 

 
○ 応募資格 

・ 本人名義で艇を所有しているか又は所有する予定がある方。 
・ 本人もしくは同一世帯の方が、既に真鶴港で名義人としてヨット保管施設の利用承認を受

けていない方。 
・ 今回別に申し込みされる方の「共同利用者名簿」に記載されていない方。 
・ 共同利用者も同一艇の共同所有権を有することが必要です。 
・ 同一世帯から２人以上の申込はできません。 
・ １人１通のみの応募とし、複数の応募は無効になります。 
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目次 
  １ 申込みから抽選まで 
  ２ 当選後の手続き 

  ３ 申込みについての注意事項及び主な利用条件 

  ４ 申込みに必要な書類 
５ 当選した場合に必要な書類（利用承認申請書類） 

  ６ 真鶴港ヨット係留施設年間利用者募集申込書（裏面共同利用者名簿） 

＊ 応募にあたっては、条件がありますので、この募集要項を最後までよく読んで申込んでく

ださい。 

 

１ 申込みから抽選まで 

 
 申込みの受付 

○ 受付期間   令和６年 10 月 11 日～令和６年 11 月５日 
○ 受付方法   郵送による受付のみ （当日消印有効） 
○ 申込先等   別添の「真鶴港ヨット係留施設年間利用者募集申込書」に必要事項を記載の上、

県西土木事務所小田原土木センター 許認可指導課へ郵送してください。 
・ 郵送された応募書類は返却できません。 
・ 応募書類に不備がある場合又は募集申込書に虚偽の記載がある場合は、申込みを無効とし

ます。 

 
 抽選番号通知 

○ 受付期間終了後、令和６年 11 月 19 日までに「抽選番号」を通知します。 
  ・令和６年 11 月 19 日までに「抽選番号」の通知がない場合は、必ず県西土木事務所小田原

土木センター許認可指導課までご連絡ください。 
  ・「抽選番号」を通知した後であっても、応募資格がないことが判明した場合には、抽選に参

加できません。 

  
抽 選 

○ 応募数が募集数を超えた場合は、抽選を行います。 
 ・抽選日時  令和６年 11 月 22 日（金） 午前 10 時から 
 ・抽選場所  県西土木事務所小田原土木センター 別館会議室 
・抽選は公開で行いますが、その出欠は当落に関係ありません。 

○ 抽選方法 
・ 当選者が辞退したときなどのために、一定数の「補欠順位」を抽選により決定します。 
・ 抽選日までの間に、さらに利用を廃止した同種の保管場所が生じた場合は、それを募集数

に加えて抽選を行います。 
・ 当選者が辞退した場合には、「補欠順位」に従って利用者を決定します。 

○ 抽選結果をお知らせする方法 
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・文書による通知 令和６年 12 月２日以降、応募者全員に抽選結果を通知します。 
・ 電話による問い合わせには、お答えできません。 
・ 当選者には、艇を搬入する期間をお知らせするとともに、利用承認申請手続きに必要な書

類をお送りします。 

 

２ 当選後の手続き 

 艇の搬入及び艇長・艇幅の実測等 
○ 艇の搬入は県西土木事務所小田原土木センター 許認可指導課と日程調整の上、令和７年

１月 31 日までに行ってください。搬入日は原則として平日としてください。年末年始（12
月 29 日から 1 月３日まで）は搬入できません。 

○ 艇の搬入の際に係留に必要なチェーンの設置など自費工事が発生する場合がありますの

で、ご承知おきください。また、係留用ロープ、緩衝材（タイヤ）、係船ブイはご用意く

ださい。 
〇 艇を真鶴港に搬入する際に、艇の「長さ・幅」を実測し、募集した施設の規格内であるか

どうかを確認します。 

 
利用承認申請手続き 

○ 艇の長さ・幅の確認を受けた後に、利用承認申請書類を提出してください。 
○ 利用料の納付につきましては、当選決定後に打合せさせていただきます。 
〇 真鶴ヨットオーナーズクラブに任意で加入いただくことができます。 

 

 ３ 申込みについての注意事項及び主な利用条件 

(1) 応募書類を受け付けた後は、その内容を変更できません。 
(2) 応募書類に不備又は虚偽の記載があることが判明した場合、艇の「長さ・幅」が募集要

項の規格内でない場合、又は、上記の艇搬入期間内に艇を搬入して利用承認申請手続き

を行わない場合には、申込み又は当選を無効とすることがあります。 
(3) 施設利用に際しての主な条件は、次のとおりです。 
・利用できる者の範囲 利用を承認された者及び利用承認申請時に登録した９名までの

「共同利用者」並びにこれらの者の同伴者 
・共同利用者     応募の際、「共同利用者名簿」に記載されている方は、本人の名

義で別に応募することはできません。 
(4) 施設の利用料は、利用開始日の属する月の１日から令和７年３月 31 日までの料金とな

り（利用開始日が令和６年 12 月２日～31 日の場合、利用料金は令和６年 12 月１日～

令和７年３月 31 日までの４箇月間分、利用開始日が令和７年１月１日～31 日の場合、

利用料金は令和７年１月１日～令和７年３月 31 日までの３箇月間分）、令和６年度内は

月単位で利用料をお支払いいただくこととなります。年度末に継続のための利用承認申

請を審査した結果、特別な支障がないと認められれば年単位の継続利用ができ、その際

は特別な理由がない場合は年単位で利用料をお支払いいただきます。 
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(5) 営利を目的として、施設を利用したり、施設内で営業行為を行う場合には、利用を認め

られず「権利の譲渡」はできません。 
(6) 施設の管理上必要がある場合は、利用を承認した施設を変更したり、臨時に艇を移動し

ていただくことがあります。 
(7) 休港日 年末年始（12 月 29 日から 1 月３日まで） 
(8) 月間及び年間の利用料(令和６年 10 月１日現在の消費税を含む金額)は、次のとおりです。

ただし、利用料の額を定めている「港湾の設置及び管理等に関する条例」（昭和 39 年県

条例第 93 号）が改正された場合は、現行の利用料の額が変更されることがありますの

で、あらかじめご承知おきください。 

 
【ヨット月間係留料】 

艇 の 長 さ 県内に住所を有する者 県外に住所を有する者 

 ６．０ｍ以下のもの   ２１，８１０円   ２６，２００円 

 ６．０ｍを超え ６．５ｍ以下のもの   ２８，３２０円   ３３，９２０円 

 ６．５ｍを超え ７．０ｍ以下のもの   ３１，５００円    ３７，８７０円 

 ７．０ｍを超え ７．５ｍ以下のもの   ３４，９９０円   ４１，９７０円 

 ７．５ｍを超え ８．０ｍ以下のもの   ３８，７８０円   ４６，５１０円 

 ８．０ｍを超え ８．５ｍ以下のもの   ４３，７８０円   ５２，５８０円 

 ８．５ｍを超え ９．０ｍ以下のもの   ４９，０９０円   ５８，９５０円 

 ９．０ｍを超え ９．５ｍ以下のもの   ５２，８８０円   ６３，５００円 

 
【ヨット年間係留料】（参考） 

 

艇 の 長 さ 県内に住所を有する者 県外に住所を有する者 

 ６．０ｍ以下のもの   ２３７，９９０円   ２８５，５８０円 

 ６．０ｍを超え ６．５ｍ以下のもの   ３０９，２４０円   ３７１，０９０円 

 ６．５ｍを超え ７．０ｍ以下のもの   ３４３，９５０円    ４１２，７７０円 

 ７．０ｍを超え ７．５ｍ以下のもの   ３８１，７００円   ４５８，１００円 

 ７．５ｍを超え ８．０ｍ以下のもの   ４２３，３９０円   ５０８，１３０円 

 ８．０ｍを超え ８．５ｍ以下のもの   ４７７，８００円   ５７３，３２０円 

 ８．５ｍを超え ９．０ｍ以下のもの   ５３５，４１０円   ６４２，４４０円 

 ９．０ｍを超え ９．５ｍ以下のもの   ５７８，０１０円   ６９３，６８０円 
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（９） 利用料の算定に係る艇の長さ（船長）は、次の例のとおり、係留時に艇に設置されてい

る金具及び船外機等の附属品を含んで実測した艇の全長とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 申込みに必要な書類 

申 込 書 
・この募集要項に添付されている「真鶴港ヨット係留施設年間利用者

募集申込書」に必要な事項を記載してください。 
・共同利用者については、裏面に記載してください。 

添付書類 

・応募者本人の運転免許証等の写し（応募者本人の氏名、生年月日、

住所が記載されていることが必要です。マイナンバーカードやマイナ

ンバーの記載あるものは送らないでください。） 
・小型船舶登録事項証明書の写し 
（当選後に艇を所有予定の場合、小型船舶登録事項証明書の写しは

利用承認申請を行う際に提出してください。） 

返信用封

筒 

・２通 (抽選番号及び抽選結果を通知する際に使用します。応募者

の氏名、住所、郵便番号を記載し、それぞれ 110 円分の切手を貼

ってください。)  

 

５ 当選した場合に必要な書類（利用承認申請書類） 

艇を搬入する日に、次の書類を真鶴港港湾管理事務所にご持参ください。 

なお、申請に際しては、当選した本人であることを確認できる身分証明書（運転免許証など顔写

真付きのもの）を必ず持参してください。 

 

(1) 係留施設利用承認申請書(抽選結果をお知らせする際に、当選者にお送りします。) 
(2) 添付書類 
① 誓約書(抽選結果をお知らせする際に、当選者にお送りします。) 
② 小型船舶の登録等に関する法律に規定する「登録事項証明書」の写し（その艇が、適法に航

行できるものであること及び申請者がその艇の所有者であることを確認します。） 
③ 船舶安全法に規定する「船舶検査証書」の写し 
④ 氏名、生年月日、住所が記載されている運転免許証等の写し 

 ⑤ 艇の横全景カラー写真（裏面に申請者の氏名を記載ください。) 

船長 船長 
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 ⑥ 共同利用者名簿（共同利用者としての要件は、「他の艇の申請者又は共同利用者として登録さ

れている者ではないこと」、「当該申請に係る艇の所有権（共同所有を含む）を有すること」

です。） 
 ⑦ 艇のカタログ又は図面(寸法等の仕様がわかるもの。) 
 ⑧ 海技免状の写し（本人又は共同利用者が海技免状を有している場合） 
 (注) ②については、写しを提出していただくほか、艇の搬入時に原本を提示していただきます。 
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真鶴港ヨット係留施設年間利用者募集申込書 

 
県西土木事務所長 殿 

   
私は、真鶴港ヨット係留施設年間利用者募集要項の記載内容及び応募資格等を了解のうえ、申し

込みます。なお、この申込書に記載内容の不備又は虚偽の記載があるときは、申込み又は当選を無

効とされても異議ありません。 

    
 令和  年    月     日 

 
 

ふりがな  

(生年月日)         年     月     日 
氏   名  

住     所 
〒                                 電話（       ） 

 
 

上記以外 
の連絡先 

(名称)                                 電話（      ） 

 
(所在地) 

共同利用者 
□ 有 （有の場合には、申込者を除く全員の氏名を裏面に記入のこと） 

 
□ 無   

艇   型 

 
□メーカー・型式 （                      ） 

 
□ 型式未定（購入予定） 

 

 艇長（実測）               ｍ 艇幅（実測）              ｍ 

備      考   

 (注) 返信用封筒２通を添付してください。（それぞれ 110 円分の切手を貼付、宛先を明記のこと。） 
 ※印欄には、記入しないでください。  

受付番号 

 

※ 
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ふ  り  が  な 

氏       名 

                                     (生年月日) 

                                     年      月     日生 

住       所 
〒                               電 話       （        ） 
 

ふ  り  が  な 

氏       名 
                                     (生年月日) 

                                     年      月     日生 

住       所 
〒                               電 話       （        ） 
 

ふ  り  が  な 

氏       名 
                                     (生年月日) 

                                     年      月     日生 

住       所 
〒                               電 話       （        ） 
 

ふ  り  が  な 

氏       名 
                                     (生年月日) 

                                     年      月     日生 

住       所 
〒                               電 話       （        ） 
 

ふ  り  が  な 

氏       名 
                                     (生年月日) 

                                     年      月     日生 

住       所 
〒                               電 話       （        ） 
 

ふ  り  が  な 

氏       名 
                                     (生年月日) 

                                     年      月     日生 

住       所 
〒                               電 話       （        ） 
 

ふ  り  が  な 

氏       名 
                                     (生年月日) 

                                     年      月     日生 

住       所 
〒                               電 話       （        ） 
 

ふ  り  が  な 

氏       名 
                                     (生年月日) 

                                     年      月     日生 

住       所 
〒                               電 話       （        ） 
 

ふ  り  が  な 

氏       名 
                                          (生年月日) 

                                            年      月     日生 

住       所 
〒                                   電 話        （        ） 

 
 

共 同 利 用 者 名 簿 


